
令和６年度 福井県立盲学校 学校評価書 
 

項 目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策 

１ 
 

教
育
課
程
・
学
習
支
援 

視覚障がい教育の専門性を高め、

幼児生徒に主体的な学びを促す支援

体制を整えるとともに、生きる力を

育む教育的支援を行う。 

 

ａ 研修の機会を充実させ、教員同

士の話し合いや学び合いの促進を図

る。 

 

ｂ 学習活動において視覚支援用具

の効果的な活用法の習得を支援す

る。 

 全ての観点において目標指数を上回っ

た。しかし、どの観点においても「おおむ

ね」がほぼ半数を占めており、少しでも

「十分」を増やせるような取組を目指す

必要があると考える。 

 取組 b について、「あまりできていなかっ

た」と、回答した保護者が１名おり、より

一層保護者への理解を促すとともに、生

徒の使用スキル向上を目指す取組が必要

であると考えられる。 

 今後も幼児児童生徒の情報や課題を共

有し、授業研究を行い、学び合える教師

集団を目指す。そのために研修の設定、

研修の情報共有を通して教師の学びの

機会を保障し、互いの知識向上を図っ

ていく。 

 視覚支援用具の活用について、教師の

研修の機会を設定し、それが生徒に還

元されるように努める。また、保護者懇

談や授業参観などを通じて、保護者に

取組についての理解促進を図ってい

く。 

２ 
 

生
徒
支
援 

学校行事を通して豊かな人間性と

社会性を育み、幼児児童生徒が安全・

安心に学校生活を送ることができる

よう支援する。 

 

ａ 緊急対応マニュアルの確認や不

審者対応訓練、避難訓練への参加を

通して、防犯、防災意識を高め、非

常事態における対応能力の向上を図

ることができた。 

 

ｂ 不審者対応訓練、避難訓練への

参加を通して、非常事態における対

応能力の向上を図ることができた。 

 学校が浸水した際のシミュレーション映

像の作成、浸水した場所を歩行する場面設

定、煙体験、不審者対応などの内容を工夫

し、体験型の研修を取り入れたことが、教

職員の防犯・防災意識の向上に効果的であ

ったと考える。 

 取組 a が判定基準には達しなかった。緊

急対応マニュアルの周知不足や、訓練時の

参加意識が不十分であった可能性がある。 

 学校を取り巻く災害環境を十分に確認

し、災害種別に応じて適切な避難先、避

難経路、避難方法などをマニュアルで

参照するようにする。 

 訓練内容を十分に周知徹底するため、

全員が自分ごととして関われるような

訓練を考え、常に必要な改善を図って

いく。 

 福祉避難所の設営についても、引き続

き、県や市と連携して取り組んでいく。 

３ 
 

進
路
支
援 

生徒の自立と社会参加を目指し、

関係機関と連携を深め、個に応じた

進路支援の充実を図る。 

 

ａ 関係機関と連携を図り、収集し

た情報を教員間で共有し、進路支援

に積極的に活用する。 

 

ｂ 個のニーズに応じた情報提供や

進路行事を実施し、生徒の主体的な

進路選択につなげる。 

 全ての項目で AB を合わせて１００％と

なり、目標指数を上回った。教職員は、定

期的な支援会議での情報共有や職場見学・

実習等の計画など、様々な進路支援を行っ

た。 

 生徒・保護者向けには、生徒の進路希望や

盲学校に関わる内容の講演会・学習会を企

画するとともに、個別の支援会議を設定す

るなどした。 

 卒業生が多い年に向かい、これまでの

取組をさらに個別最適化し続けてい

く。進路選択のための支援はもちろん、

卒後・進学後により自立した生活を送

るための支援を大切にしていく。 

４ 
 

啓
発
活
動 

視覚障がい者の職業自立の一手段

である理療科について、広く県民に

啓発する。 

 

ａ 盲学校および理療科啓発につい

て、学校全体で取り組む。   

 

ｂ 盲学校および理療科について、

セミナーや関係機関訪問等の機会を

活用し周知する。 

 

 

 

 

 

 啓発活動は、県内の高校進路指導窓口、市

町の福祉課、社会福祉協議会、ハローワー

ク等を訪問し、盲学校及び理療科の啓発を

行うことができた。 

 進路指導主事と理療科で計画し教職員へ

の協力を呼びかけ実施したが、初年度とい

うこともあり、特に高校への訪問が少なか

った。これにより啓発に参加した回数が少

なく、a 項目の目標を達成することができ

なかった。次年度に向けて、さらに訪問校

を増やせるよう取り組みたい。 

 啓発活動に参加した教職員の回答、ｂの訪

問先担当者による回答は目標指数を上回

った。 

 訪問先担当者による回答数が少なかった。

アンケートの実施方法を工夫したい。 

 入学者につなげることはできなかったが、

今後も引き続き取り組んでいきたい。 

 計画的な訪問が行えるよう理療科の人

的体制について再検討する。 

 学校訪問等の啓発活動の機会を確保す

るとともに、ホームページ等を利用し

た取組を進める。 

 訪問後にアンケートを Google フォー

ム等で都度実施し、活動にフィードバ

ックしていけるよう取り組む。 

 見えにくさを有する生徒や県民への啓

発を、羽二重ねっと（福井県視覚障がい

者支援ネットワーク）の連携・協力を得

ながら継続していくことで、入学者確

保につなげていく。 



人
権
教
育 

幼児児童生徒の人権感覚を育むと

ともに、他者とのかかわりの中で人

権意識の向上を図る。 

 教員を対象とした YouTube 視聴による人

権研修を開催し、部落問題をはじめとする

様々な人権問題について学習した。 

 幼児生徒と教職員が、学校行事や特別活動

の場を通して、お互いを尊重し合い、助け

合い、人権感覚を育むことができた。 

 

 今後も職員研修等を通して、人権意識

の啓発と教育活動における人権擁護の

実践に取り組んでいく。 

 幼児生徒が自己肯定感を高め、互いを

尊重し合いながら成長できるよう、学

校行事や特別活動を中心に日々の学校

生活の中で指導していく。 

業
務
改
善 

行事や会議等の実施方法を工夫す

るとともに、ICT を活用した情報の

共有を通して、校務の効率化・スリ

ム化に取り組む。 

 会議資料を原則電子化し、一部会議を

Google Chat やグループウェア上で実施

した。 

 校務の統廃合により、持続可能な校務運営

を目指した。その過程で業務内容の精選と

運営委員会のスリム化を図った。 

 新しい校務体制で、業務遂行上生じた

課題については検討を続ける。 

 教職員の少人数化に対応した学校運営

について、生徒主体を旨としながら、校

内行事の在り方の検討とともに、関係

団体業務（近盲研・近体連等）の見直し

も含めて協議していく。 

 

項 目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策 

５ 
 

視
覚
障
が
い
相
談
支
援 

地域の園や学校、視覚に障がいの

ある乳幼児・児童生徒やその保護者

に対する支援に校内で連携して行

う。 

 

ａ 子どもの視機能や発達の様子、

ニーズを把握し、担当者間で共有し

ながら巡回相談や来校相談などを実

施する。 

 学校評価アンケートでは全ての観点で目

標指数を上回った。相談相手校からは「定

期的な観察・生徒との面談等で生徒の困り

感や状況判断等をしていただき、大変助か

った」との評価をいただいた。 

 部全体で情報共有し対応を検討、医療（医

師、視能訓練士）との情報共有・研修等に

よって相談スキルの向上に努めた。 

 特別支援学校の見え方相談会は９校実施。

昨年より５校増えた。中高生サマースクー

ルでは保護者も参加して開催できた。 

 今年度は教育相談の理解啓発活動を３か

所で実施。相談へつながるケースもあっ

た。 

 相談の中で丁寧な観察と具体的な支援

を伝えられるように引き続き経験研鑽

を積む。中高生の相談にあたってはテ

スト、受験、進路対応など配慮事項や事

例を整理し、部内で共通理解する。 

 巡回来校相談に加え、見え方相談会や

小学生オータムスクール、中高生サマ

ースクールの開催形態を検討し、支援

のニーズに応えていく。 

 啓発活動では園長会や保健師へのミニ

講話や小中学校、市町教委へのチラシ

配付、現職教育等を行い、地域の視覚障

がい児生への理解、教育相談を進めて

いく。 

６ 
 

寄
宿
舎
生
活
支
援 

 集団生活を通して、社会で生きる

力を育む。 

 

ａ 個々の課題に対し、視覚障がい

に応じた生活の知識や技能を身に付

けられるよう支援する。 

 舎内での支援会議等で舎生の実態や情報

を共有し、個々に合った支援方法の共通理

解を図りながら支援を続けてきた。それに

より、舎生も自身に合った生活の知識や技

能の習得を実感することにつながったと

考えられる。 

 身に付いた知識や技能を家庭で発揮する

機会までに至らなかったため、保護者には

伝わりにくかったと考えられる。今後は保

護者への伝え方を工夫する。 

 引き続き、学部・保護者と連携しなが

ら、舎生の様子や支援方法について共

通理解を図り、必要に応じて舎内での

支援会議を実施していく。 

 保護者に懇談やお便り等を通じて、支

援方法や過程を伝え、身に付いた知識

や技能を発信する。また、舎生へも習得

した技能を家庭生活の中で活かすよう

促していく。 


